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○ 復興計画とは 

  平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により、大船渡市は沿岸部を中

心に大きな被害を受けました。 

  この類を見ない災害を乗り越え、市民が幸せを感じ、誇りをもてるまちとし

て大船渡市が再生するためには、市民や企業、行政などの協働による取り組み

を原動力にして、災害の経験と教訓を生かしながら、単なる復旧に止まらない、

再び今回のような災害にあわないまちづくりを推進しなければなりません。 

そのための総合的な計画として、「復興計画」を策定します。 

 

○ 復旧と復興 

  当面は、被災者の生活再建のため、住宅の再建やライフライン（電気、水道、

通信など）の復旧などに早急に対応しなければなりません。 

  しかしながら、大船渡市をよりよいまちにするためには、単に災害前の状態

を回復する「復旧」だけではなく、災害を契機として生活基盤や産業などのあ

り方を見直しながら、新たなエネルギーを生み出す「復興」の取り組みを積極

的に推進する必要があります。 

 

○ 市民参加による復興 

  私たち大船渡市民は、今回の大災害が発生してから、ともに手をたずさえ、助

け合いながら生活してきました。この間、全国、そして世界の多くの皆様から、

物心両面にわたる温かい励ましと心強いご支援をいただいてきたところです。 
このように、多くの人に支えられてきた経緯から、災害などには行政のみの

力では到底太刀打ちできず、市民が一丸となって取り組むことが重要であるこ

とをあらためて認識しました。 
  復興においては、行政の率先した取り組みはもとより、市民の英知と行動力

が、非常に大きなエネルギーになります。今回の災害による経験と教訓を生か

して、市民参加による復興を積極的に推進します。 
 

○ 復興計画と総合計画の関係 

  大船渡市政の最上位計画は、大船渡市総合計画です。 
災害からの復興は、緊急かつ最大の課題であり、最優先に取り組まなければ

なりませんので、できるだけ早期に復興に向けた取り組みを示すよう、大船渡
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市総合計画の基本構想や理念を踏まえて復興計画を策定します。 
なお、総合計画実施計画や他の分野別に策定された個別計画などには、災害

の影響や復興計画との関連で、事業の実施に影響が生じる場合があります。 
 

○ 復興計画の計画期間 

  市内沿岸部を中心に甚大な被害が発生したことから、復興に向けての課題は、

日常生活に関する短期的なものから、新しいまちづくりに関する長期的なもの

まで多岐にわたります。 
したがって、復興計画の計画期間は、総合計画と同じく平成 23 年度から平

成 32 年度までの 10 年間とし、平成 25 年度までの３年間を前期、その後の 3
年間（平成 26 年度～平成 28 年度）を中期、計画期間の締めくくりとなる 4
年間（平成 29 年度～平成 32 年度）を後期として設定します。前期、中期及

び後期のそれぞれの期間においては、おおむね次のような取り組みを進めます。 
 
前 期（平成 23 年度～平成 25 年度） 

→ 主に生活の再建や産業の再開に不可欠な住宅や都市基盤、生産基盤など

の復旧を進める期間とします。 
   中期（平成 26 年度～平成 28 年度） 

→ 復旧された各種の基盤などを基に、市民と行政の協働により、復興の動

きを本格化する期間とします。 
   後期（平成 29 年度～平成 32 年度） 

→ さらなる発展を目指し、災害に強い、魅力あふれる新しい大船渡市を創

る期間とします。 

 

○ 復興後の大船渡市の姿 

  （多くの皆さんが参加するワークショップなどを経て、復興によって目指す

べき大船渡市の姿を市民の皆さんとともに導き出します。） 
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○ 復興における課題、目標及び方針・施策 

  復興の全体目標は、「大船渡市が、大災害を乗り越え、よりよいまちとして

再生する」ことです。災害前よりも前進した新しい姿を創り出せるよう、市民

がともに知恵を出し合い、協力し合いながら復興に取り組みます。 

 

１ 市民生活の復興 

 

 ■ 今回の災害により、非常に多くの住宅が被害を受け、特に津波浸水地域に

おいては、ほとんど住宅が流失してしまいました。住宅は、生活するうえで

欠かすことのできない大切な基盤であり、住宅の再建だけでなく、再び今回

のような災害にあわない安全な居住環境づくりが重要です。 

 ■ 被災した方々は、心身に疲労やストレスを抱えていることから、健康の回

復を最優先としなければなりません。 

災害を契機として、高齢化や少子化などにより変化する地域社会の姿を見

すえながら、よりよい保健、医療及び福祉サービスのあり方を見出す必要が

あります。 

 ■ 大量に発生したガレキなどの災害廃棄物は、迅速に処理しなければなりま

せん。処理にあたっては、循環型社会の形成にかなう対応が大切です。 

 ■ 教育施設については、一部の学校や体育館などが被災したほか、他の施設

も含む多くの施設が、避難場所や救援物資の保管場所、仮設住宅建設地など

として使用されました。適正な教育機会を確保するため、被災した教育施設

の再建を急ぐとともに、防災機能の向上を十分に考慮することが重要です。 

 ■ 古くから伝わる有形無形の歴史・文化資源は、大船渡らしさをあらわす地

域の誇りであり、多くの人々の心のよりどころであるとともに、地域コミュ

ニティーを支える重要な要素でもあることから、将来にわたって継承・普及

することが大切です。 

 

 

  市民生活を再建し、「人のつながり・地域の結びつき」を大切にしながら、

安心・安全なまちをつくります。 

 

 

課  題 

目  標
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 ① 被災者の早期の住宅再建を支援するほか、地域コミュニティーの維持・形

成に配慮した、安全な生活環境を確保します。 

  ア 個人住宅再建のための支援を行います。 

  イ 住宅の自主再建が困難な方のために、公営住宅を整備します。 

  ウ 住宅の高台移転や宅地のかさ上げなどにより、津波などの災害にあわない安全な居住

環境を整えます。 

  エ 住宅移転希望者への支援を行います。 

 ② 市民が安心して暮らせるよう保健、医療、福祉など生活に密接に関係する

各種サービスの充実を図ります。 

  ア 被災者の心と体のケア対策を実施します。 

  イ 被災した保健・医療・福祉施設を早期に復旧します。 

  ウ 地域医療を充実します。 

  エ 地域全体で高齢者や障がい者、子どもたちを支え合うやさしいまちづくりに取り組み

ます。 

 ③ 災害廃棄物を適正に処理します。 

  ア 大規模災害時に大量発生した各種の廃棄物を迅速に処理します。 

  イ ガレキについては、市内企業などにおいて処理し、処理後に発生する灰などもできる

かぎり有効活用します。 

 ④ 被災した教育施設の再建などにより、教育機会の確保を図ります。 

  ア 災害に強い教育施設を整備します。 

  イ 被災した児童生徒などが、安心して就学できる環境を整えます。 

  ウ 生涯学習環境を充実します。 

  エ 各種スポーツを推進します。 

 ⑤ 市民共有の財産である歴史・文化資源を活用して、うるおいと安らぎをつ

くりだします。 

  ア 歴史・文化資源の継承・普及活動に取り組みます。 

 

２ 産業・経済の復興 

 

■ 当市は、豊かな地域資源を生かした農林水産業や鉱工業、観光産業などを

中心に発展してきましたが、今回の災害により、漁業や水産加工業をはじめ、

課  題 

方針・施策 
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沿岸部に展開する産業や企業が甚大な被害を受けました。経済活動と雇用環

境に大きく影響を与えるこれらの早期再建が、市の復興にとって重要です。 

■ 災害によって失われた産業基盤を早期に、かつ、すべてを以前のように整備

することは困難なので、投資施設や整備時期を十分検討する必要があります。 

■ 当市の復興は、基幹産業である水産業の再建なくしてなし得ません。関係

者一丸となって早期の事業再開を図るほか、後継者問題などを踏まえ、将来

を見据えた経営体制を模索する必要があります。 

 ■ 災害を契機として、市の各種産業のあり方や土地の利用方法が変化する中

で、農林業が置かれる状況も変わります。遊休農地の有効活用や規制緩和の

問題などを検討する必要があります。 

 ■ 商店や商業施設が大きな被害を受けたことにより、商業機能が縮小しまし

た。特に大船渡町の商店街は、居住環境との分離も含め、まちづくりと連動

した形態や機能の再編成を検討する必要があります。 

■ 災害による観光客や宿泊客の減少など、観光産業も大きな影響を受けまし

た。観光産業の早期再建により、復興に向けて歩む市の姿を積極的に発信し

ながら、さまざまな交流の活性化を図ることが重要です。 

■ 地域資源や地場産業の力を生かしながら、産業・経済をより活性化するこ

とが重要です。 

 

 

  「地域の資源」、「産業・経済」、「雇用」の連動により、活気あふれるまち

をつくります。 

 

 

 ① 経済活動の早期再建を支援し、雇用の確保を図ります。 

  ア 仮設の工場や事務所の整備などにより、被災企業などの早期の事業再開を支援します。 

  イ 雇用環境を改善し、雇用の維持と創出を図ります。 

  ウ 被災者の復興関連事業への雇用を促します。 

  エ 既存の借入金と新たな借入金による二重ローンの軽減について、関係機関に働きかけ

ます。 

 ② 産業基盤を再建します。 

  ア 被災した各種産業の生産基盤などを早期に復旧します。 

目  標

方針・施策 
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  イ 基盤整備にあたっては、防災機能の向上に配慮するほか、重要施設などへの重点・優

先投資を行います。 

 ③ 水産業の早期再建を図ります。 

  ア 漁船や養殖施設の共有化、漁業の共同経営化などに対する支援を行います。 

  イ 新しい大船渡魚市場を早期に整備します。 

  ウ 漁業協同組合の経営安定化を図ります。 

  エ 地域特産水産物のＰＲや地産地消の取り組みを進めます。 

  オ 水産関連施設の防災機能の向上を図るほか、集約化などにより効果的に整備します。 

  カ 持続可能な水産業の仕組みを模索します。 

 ④ 農林業のあり方を検討し、振興策を見出します。 

  ア 被災した農地などを早期に復旧します。 

  イ 地産地消の取り組みを進めるなど、農林業振興を図ります。 

  ウ 遊休農地を有効利用します。 

 ⑤ 商業の早期再建を図ります。 

  ア 仮店舗や共同店舗の整備などにより、早期の事業再開を支援します。 

  イ 被災した商店街については、防災機能や利便性の向上などを考慮して再整備されるよ

う支援します。 

 ⑥ 観光産業の早期再建を図ります。 

  ア 被災した観光資源・施設を復旧します。 

  イ 観光関連イベントを復活するほか、復興に係るキャンペーンを実施します。 

  ウ 農漁業体験などによる新たな観光振興を図ります。 

  エ 平泉の「世界文化遺産登録」と連動した誘客活動を実施します。 

 ⑦ 地場産業の活力により、産業・経済を活性化します。 

  ア 既存企業の再生を支援します。 

  イ 地場産業の連携・高度化や新たな分野での起業などを支援します。 

 

３ 都市基盤の復興 

 

 ■ 今回の災害により、道路や河川、港湾、上水道、下水道などの都市基盤施

設が大きな被害を受けました。これらは、復興と災害に強いまちづくりを支

える重要な施設であり、早期の復旧が急務です。 

なお、重要度や緊急度などを考慮し、効果的に整備することが大切です。 

課  題 
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 ■ 沿岸部の低地地域が、津波により甚大な被害を受けた状況にあり、安心・

安全な生活を確保するうえで、土地利用の見直しは避けられません。住まい

と働く場所の関係のほか、市街地や農漁業地域といった地域ごとの特性など

も踏まえながら、適切な利用を図ることが重要です。 

■ 災害時においては、あらゆる対応において、情報通信手段の確保が重要な

ことから、災害に強い情報通信基盤を整備する必要があります。 

 

 

  将来にわたって「災害に強いまち」を支える都市基盤をつくります。 

 

 

 ① 被災した都市基盤施設を早期に復旧するとともに、防災機能向上のために

必要な整備を行います。 

  ア 道路・河川、港湾施設などを復旧します。 

  イ 湾口防波堤については、湾内の水質環境に十分配慮のうえ復旧します。 

  ウ 地盤沈下状況などを十分考慮しながら、海岸保全施設を早期に復旧します。 

  エ 上水道・下水道を早期に復旧します。 

  オ 都市基盤施設の復旧・整備にあたっては、防災機能の向上に配慮するほか、重要施設

などへの重点・優先投資を行います。 

  カ 道路を盛土構造とすることなどにより、防災機能の向上を図るほか、災害時に集落が

孤立しないよう代替路線を整備・確保します。 

  キ 災害に強い鉄道施設の復旧・整備を図ります。 

 ② 土地利用のあり方を検討のうえ見直します。 

  ア それぞれの被災地域の特性を考慮した土地利用計画を定めます。 

  イ 沿岸地域を中心とした住宅の高台移転や宅地のかさ上げなどに伴い、移転先地域など

も含めた複数のエリアで土地利用のあり方を検討し、用途を定めます。 

  ウ 災害危険地域などについては、住民との合意形成のもと、住宅などの建築を制限します。 

 ③ 情報通信基盤の整備を進めます。 

  ア 災害時において、確実に情報収集・発信ができる環境を整備します。 

 

 

 

目  標

方針・施策 
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４ 防災まちづくり 

 

 ■ 市民生活の安全を守るための基盤である防災機能は、施設整備などによる

ハード対策と、避難ルートの確立や防災訓練の実施などといったソフト対策

が効果的に連携することにより、大きな力を発揮します。 

   特に大規模な津波に対しては、防波堤や防潮堤を整備しながら、市民自ら

らが防災意識を高め、安全を確保することが重要です。 

 ■ 大規模な災害においては、行政機関や公共機関の対応だけでなく、市民に

よる自助（自らのことは自ら行うこと）、共助（互いに助け合うこと）の取

り組みが必要となり、その中で大きな力を発揮する地域コミュニティーを強

化することが重要です。 

 ■ 今回の災害において、多くの市民が、市民生活や産業活動に大きな影響を

与えたライフライン（電気、水道、通信など）の寸断や、燃料や生活物資の

不足などを経験する一方、このような困難な事態に対し、全国・世界各地か

ら温かい支援をいただいたところです。これら生活に欠かすことのできない

機能の強化や代替手段の確保、広域的・多面的な災害サポート体制を整える

ことにより、大規模な災害に備える必要があります。 

 

 

  被災の教訓を生かし、「自分たちのまちは、自分たちで守る」ための防災の

仕組みをつくります。 

 

 

 ① 今回の災害による教訓を生かし、新たな防災体制を整えます。 

  ア 津波に対する防災体制を見直します。 

  イ 防災施設の充実・強化を図りながらも、防災施設に偏らない防災体制を整えます。 

  ウ 高齢者や障がい者など災害弱者に十分配慮した防災体制を整えます。 

  エ 建築物の構造を災害に強いものにするよう促します。 

  オ 高層の避難場所を確保するなど、沿岸部などの防災機能を強化します。 

 ② 防災教育や防災訓練を積極的に推進します。 

  ア 今回の災害の記録を保存し、モニュメントを活用するなどして後世に伝えます。 

  イ 市民各層に対して防災に関する教育活動を実施します。 

課  題 

目  標

方針・施策 
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  ウ 東日本大震災が発生した 3 月 11 日に、広く防災意識の高揚を図るための事業を実施

します。 

  エ 市内全域または地域ごとに防災訓練を実施します。 

 ③ 地域コミュニティー機能の維持・強化を図ります。 

  ア 自主防災組織の育成・強化を支援します。 

  イ ボランティア組織の育成・強化を支援します。 

  ウ 市民の自主的な地域づくり活動や拠点となる施設の整備などに対して支援します。 

 ④ ライフラインや交通・物流などの機能を強化します。 

  ア 関係機関の協力のもと、これら機能の早期復旧体制を整えます。 

  イ 災害に備えた物資の備蓄や調達方法を強化します。 

 ⑤ 広域的な観点を重視した災害時の応援・サポート体制を整えます。 

  ア 市内外の多くの機関との連携による相互支援体制を確立します。 

  イ 気仙 2市 1町の一層の連携推進をはじめ、自治体間の相互支援体制を強化します。 

  ウ 災害時にすばやく対応できるボランティアネットワークを強化します。 

   

○ 復興の推進体制 

 ◆ 東日本大震災からの一日も早い復興を目指し、市民や企業、行政などの協

働による取り組みを推進し、その進行状況や成果などを確認するための組織

を市民参加のもとに設置するとともに、関連情報を市内外に積極的に発信し

ます。 

 ◆ 最優先課題である復興に対応するため、市における復興関連事業の実施体

制を整えます。事業推進にあたっては、市政が停滞しないよう十分留意しな

がら、事務事業全般の見直しを行うことなどにより、可能なかぎりの人員と

財源を集中します。 
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3 月 11 日浸水高 

津波避難ビル

（一時退避）

幹線道路嵩上げ 

（緊急輸送路確保）
防潮堤 

既存住宅地 

非居住区域指定 

宅地嵩上げ 

住宅地等 
高台移転 

■市街地宅地嵩上げイメージ 

 

津波避難ビル

（一時退避）

人工地盤 

（一時退避）

都市機能を内陸部

へ大規模移転 

幹線道路嵩上げ 

（緊急輸送路確保）
県道嵩上げ 防潮堤 

既存住宅地 

非居住区域指定 

3 月 11日浸水高 

高台移転拡大

■市街地高台移転イメージ 
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3 月 11 日浸水高 

津波避難ビル 

（一時退避） 

防潮堤 

漁業関連施設 

非居住区域指定 

集落移転 

（高所移転） 

集落移転 

（高台移転）

事務所・

店舗等 

陸  閘 

既存集落 

■集落宅地高台移転イメージ 

 

3 月 11 日浸水高 

漁業関連施設 

非居住区域指定 

集落移転 

（高所移転）
防潮堤 宅地嵩上げ 

既存集落 

陸  閘 

■集落宅地嵩上げイメージ 
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○ 被害状況（平成 23 年 5月 27 日現在） 
 

１ 地震・津波の状況 

(１) 発 生 時 間  平成23年3月11日 14時46分 

(２) 震 源 地  三陸沖 
(３) 震源の深さ  約10km 
(４) 震源の規模  マグニチュード9.0 
(５) 当市の震度  震度６弱 
(６) 津 波 警 報  大津波警報        平成23年3月11日 14時49分 

           津波警報に切り替え    平成23年3月12日 20時20分 
           津波注意報に切り替え   平成23年3月13日 ７時30分 
           津波注意報解除      平成23年3月13日 17時58分 

(７) 津 波 到 達   大船渡市第１波観測    14時54分 0.2ｍ 
           津波観測点での津波の高さ 11.8ｍ（気象庁による推定値） 

(２) 避難の状況    避難指示  発令 平成23年3月11日 14時49分 
避難勧告  発令 平成23年3月13日 7時30分 

                       解除 平成23年3月13日 17時58分 
 
２ 被害状況 

(１) 人的及び住家等被害 

区  分 被    害    内    容 

人的被害 死者 317 人、行方不明者 149 人 

住家・非住家被害 全・半壊 3,629 棟 一部損壊・床上浸水は調査中 

(２) 物的被害 

区     分 
概算被害金額

（単位：千円）
主  な  被  災  箇  所 

庁舎等被害 調査中 三陸支所全壊、綾里地区コミュニティー施設

一部損壊、電算機器流失、車両8台流失ほか

社会福祉施設被害 調査中 【全壊】越喜来保育所、老人福祉センター 

【半壊】三陸保健福祉センター 

【一部損壊】ＹＳセンター 

社会教育施設被害 1,022,940 【全壊】三陸公民館、民族資料保管庫、ブッ

クワールド椿 

【一部損壊】リアスホール、博物館 
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区     分 
概算被害金額

（単位：千円）
主  な  被  災  箇  所 

体育施設被害 1,040,050 【全壊】市民弓道場、田中島グラウンド、市

民テニスコート、三陸柔剣道場 

【半壊】市民体育館、体育センター、市民プ

ール 
【一部損壊】三陸体育館、三陸総合運動公園

グラウンドほか 

医療 調査中 【半壊】越喜来診療所 

【一部損壊】綾里・歯科診療所 

水道 700,000 上水道・簡易水道の浄水場・配水管破損 

衛生 7,700 【一部損壊】おおふなと斎苑、浄霊苑、丸森

墓園 

し尿処理 1,822,800 衛生センター半壊(気仙広域連合) 

医療衛生施設被害 

ごみ処理 1,000 一般廃棄物積込中継施設一部損壊（大船渡地

区環境衛生組合） 

公共施設 調査中 【半壊】働く婦人の家、勤労青少年ホーム、

シーパル大船渡、大船渡駅前交流広場 

【一部損壊】駅トイレ 

商工被害 

民営施設 30,144,000 事業所1,416ヵ所（県推計値） 

公共施設 調査中 トイレ全壊8ヵ所 観光施設被害 

民営施設 5,156,000 宿泊施設26ヵ所（県推計値） 

水産関係被害 31,487,000 漁船約3,000隻流失、大型定置19カ統流失、

養殖施設・養殖生物（わかめ、ほたて、かき

等）流失、あわび種苗約265万個流失、漁協

施設など損壊 

【全壊】大船渡魚市場、細浦魚市場、あわび

生産センター、三陸蓄養センター、漁業地域

交流センター、田浜はまゆり会館 

漁港施設 14,650,000 市営漁港水没・倒壊16ヵ所、緑地広場半壊4
ヵ所  

※このほか県営漁港6ヵ所が被災 

漁港施設被害 

漁業集落排 

水施設 

950,000 蛸ノ浦、砂子浜、小石浜、根白、千歳地区の

各処理場・管路が浸水、破損 

農業 調査中 農地（水田・畑）浸水、菌床しいたけ施設流

失、農業用排水路一部損壊 

【全壊】合足ふるさとセンター、甫嶺地区集

会施設 
【一部損壊】総合交流ターミナル施設、鹿の

森公園ほか 

農林関係被害 

林業 10,000 林道 崩落など10路線 
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区     分 
概算被害金額

（単位：千円）
主  な  被  災  箇  所 

道路 363,700 市道（調査率70％） 

河川 調査中 河川 

橋梁 280,000 川口橋ほか（調査率70％） 

公園 353,000 都市公園流失8ヵ所 

下水道 5,000,000 大船渡浄化センター、管路が浸水、破損 

土木施設被害 

都市下水路 50,000 盛東部、桜庭、新田都市下水路埋塞 

公営住宅被害 498,050 市内全域の市営住宅30団地にクラック等発

生。うち笹崎団地、山口団地が浸水 

学校施設被害 4,202,000 小学校7校、中学校4校 

【浸水被害】大船渡小、赤崎小、越喜来小、

綾里小、赤崎中 
【地震被害】日頃市小、崎浜小、吉浜小、第

一中、末崎中、越喜来中 

消防防災施設被害 調査中 綾里分遣所全壊（大船渡地区消防組合）、消

防屯所全壊22ヵ所・一部損壊6ヵ所、防火水

槽・消火栓破損、消防団車両3台流失、防災

行政無線漁港局・子局など損壊、戸別受信機

流失、潮位観測装置損壊、太陽電池式避難誘

導標識損壊 

通信施設被害 26,000 越喜来、吉浜地区光ブロードバンド施設損壊

合     計 97,764,240 ※調査中の額は含まず 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


